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〔条 例 等〕

○中央市防災会議条例

(
平成18年２月20日

条 例 第 14 号)
（趣旨）

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第16条第６項の

規定に基づき、中央市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めるものと

する。

（所掌事務）

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中央市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 本市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、法又はこれに基づく政令によりこの権限に属する事務

（会長及び委員）

第３条 防災会議は、会長及び委員20人以内で組織する。

２ 会長は、市長をもって充てる。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 山梨県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 山梨県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 市の自治会連合会の会長

(8) 指定公共機関及び指定地方公共機関の役員及び職員のうちから市長が任命する者

（任期）

第４条 前条第５項各号に規定する委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その

前任者の残任期間とする。

２ 前項の委員は、再任されることができる。

（専門委員）

第５条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山梨県の職員、市の職員、関係地方公共機関の職員及び

学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
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（議事等）

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。

附 則

この条例は、平成18年２月20日から施行する。
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○中央市災害対策本部条例

(
平成18年２月20日

条 例 第 15 号)
（趣旨）

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第７項の規定に基づき、中央

市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を

代理する。

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

（部）

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。

附 則

この条例は、平成18年２月20日から施行する。



436

○中央市地震災害警戒本部条例

(
平成18年２月20日

条 例 第 16 号)
（趣旨）

第１条 この条例は、大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号。以下「法」という。）第18

条第４項の規定により、中央市地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の組織等に関し必

要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 地震災害警戒本部長（以下「本部長」という。）は、警戒本部の事務を総括し、その職員を

指揮監督する。

２ 警戒本部に、地震災害警戒副本部長（以下「副本部長」という。）、地震災害警戒本部員（以下

「本部員」という。）その他の職員を置くことができる。

３ 副本部長は、本部員のうちから市長が任命する。

４ 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

５ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 山梨県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(2) 教育長

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 市の区域において業務を行う法第２条第７号に規定する指定公共機関又は同条第８号に規定す

る指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者

(5) 甲府地区広域行政事務組合の消防長又は当該組合の消防吏員その他の職員のうちから市長が委

嘱する者

(6) 消防団長

６ 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

７ 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員（以下「本部職員」という。）は、市の職員のうちか

ら市長が指名する。

８ 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。

（部）

第３条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。

４ 部長に事故があるときは、部に属する本部員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務

を代理する。

（委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この条例は、平成18年２月20日から施行する。
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○中央市水防協議会条例

(
平成18年２月20日

条 例 第 17 号)
（設置）

第１条 水防法（昭和24年法律第193号）第33条第１項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し

重要な事項を調査審議させるため、中央市水防協議会（以下「協議会」という。）を置く。

（顧問及び参与）

第２条 市長は、必要と認めたときは、協議会に顧問及び参与若干人を置くことができる。

２ 顧問及び参与は、関係行政機関の職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験のある者

のうちから市長が命じ、又は委嘱する。

３ 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、参与は、協議会に出席し、意見を述べることができ

る。

（会長及びその代理者）

第３条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

２ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

（任期）

第４条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、２

年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

２ 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれ

を免じ、又は解嘱することができる。

（招集）

第５条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

（定足数及び表決）

第６条 協議会は、委員の３分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

２ 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

（幹事及び書記）

第７条 協議会に幹事及び書記各若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

２ 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。

３ 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が協議会に諮って定

める。

附 則

この条例は、平成18年２月20日から施行する。
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○中央市コミュニティ防災センター条例

(
平成24年３月23日

条 例 第 18 号)
（設置）

第１条 市民に防災に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するとともに、防災

用資機材を備蓄するため、コミュニティ防災センターを設置する。

（名称及び位置）

第２条 コミュニティ防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市コミュニティ防災センター

位置 中央市布施1555番地１

（事業）

第３条 中央市コミュニティ防災センター（以下「センター」という。）は、次に掲げる事業を行

う。

(1) 防災に関する教育及び訓練を行うこと。

(2) 防災に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 防災に関する相談、助言及び指導を行うこと。

(4) 防災用資機材の備蓄及び保管を行うこと。

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

（職員）

第４条 センターの管理及び業務は、総務部職員をもってこれに充てる。

（休館日）

第５条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月の第２日曜日及び第４日曜日

(2) 前号に掲げる日曜日以外の日曜日の翌日

(3) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（この日が前２号に掲げる

休館日の翌日に当たるときは、その翌日）

(4) 12月29日から翌年の１月３日までの日

(5) その他市長が必要と認める日

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、同項の休館日を変更するこ

とができる。

（利用時間）

第６条 センターの利用時間は、午前９時から午後５時までとする。

２ 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。

（利用の制限）

第７条 センターを利用する者（以下「利用者」という。）は、市長の指示に従わなければならな

い。

２ 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、又は退館を命ずるこ
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とができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

（委任）

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成18年２月20日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町コミュニティ防災センター設置及び管理条例

（昭和58年田富町条例第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当

規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
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○中央市防災公園条例

(
平成18年２月20日

条 例 第 19 号)
（設置）

第１条 市民に防災及び水防に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するととも

に、防災用資機材及び水防資機材を備蓄するため、防災公園を設置する。

（名称及び位置）

第２条 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市防災公園

位置 中央市臼井阿原字川向1903番地39

（施設の種類）

第３条 中央市防災公園（以下「防災公園」という。）の施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 防災会館

(2) 水防倉庫

（管理）

第４条 防災公園は、市が管理する。ただし、管理上必要と認めるときは、市長が指定する者に管理

を委託することができる。

（職員）

第５条 防災公園内防災会館に、必要な職員を置くことができる。

（施設利用の範囲）

第６条 防災公園の施設の利用は、原則として中央市民に限るものとする。

（施設利用の許可）

第７条 防災公園の施設を利用しようとする者又は団体は、あらかじめ市長の許可を受けなければな

らない。

（利用の制限）

第８条 市長は、次に該当する場合には利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、許

可を取り消すことができる。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 各施設の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的とする利用と認めたとき。

(4) その他市長が利用させることが適当と認められないとき。

（修復費用の負担）

第９条 利用者は、故意又は重大な過失により施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補

充に要する費用について、市長の認定する額を負担しなければならない。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
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（施行期日）

１ この条例は、平成18年２月20日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町防災公園設置及び管理運営に関する条例（平

成14年田富町条例第２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定

によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
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○中央市消防団の設置等に関する条例

(
平成18年２月20日

条 例 第 165 号)
（趣旨）

第１条 消防組織法（昭和22年法律第226号。以下「法」という。）第15条第１項に規定する消防団の

設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

（消防団の設置、名称及び区域）

第２条 法第９条第３項の規定に基づき、中央市消防団を設置する。

２ 前項の消防団の区域は、中央市全域とする。

附 則

この条例は、平成18年２月20日から施行する。
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○中央市消防団の組織等に関する規則

(
平成18年２月20日

規 則 第 116 号)
（趣旨）

第１条 中央市消防団の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等については、この規則

の定めるところによる。

（内部組織等）

第２条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定め

るところによる。

（組織）

第３条 消防団に分団を置く。

２ 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

３ 分団及び部の担当区域は、別表に定めるところによる。

（役員等）

第４条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

２ 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に

対しその責めに任ずる。

３ 団長に事故があるときは、団長の定める順序に従い副団長が団長の職務を行う。この場合におい

て、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除い

ては、団員等の命免を行うことはできない。

（役員の任期）

第５条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任することは妨げない。

２ 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（宣誓）

第６条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

（退職）

第７条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を

受けなければならない。

（服務）

第８条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のた

め十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはなら

ない。

（災害出場）

第９条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法（昭和35年法律第105号）その他の法令
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の定める交通規則に従うとともに正式な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただ

し、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

（消防車の責任者の遵守事項）

第１０条 水火災現場への出場及び引き返す場合消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守

しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

（管轄区域）

第１１条 消防団は、市長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはな

らない。ただし、管轄区域が確認し難い場合又は別に定めるところにより、あらかじめ相互応援に

関し、協定が結ばれていて上長の命令があったときは、この限りでない。

（消火及び水防等の活動）

第１２条 水火災その他の災害現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用

して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努め

なければならない。

（現場指揮）

第１３条 水火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなけ

ればならない。

（死体発見の場合の措置）

第１４条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとと

もに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

（放火の疑いのある場合の措置）

第１５条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表はしないこと。

（教養及び訓練）

第１６条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなけれ

ばならない。

（団員の階級並びに訓練、礼式及び服務）

第１７条 消防団員の階級並びに訓練礼式及び服務については、消防庁が定める基準による。

（表彰）

第１８条 市長又は消防団長は分団、部又は団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場

合は、これを表彰することができる。

２ 表彰は、次に掲げる種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団及び部に対してこれを授与す

る。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。
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（感謝状の贈呈）

第１９条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著で

ある者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防火思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒防御及び救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

（文書簿冊）

第２０条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 沿革誌

(4) 日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図及び消防設備等配置図

(7) 消防計画

(8) 各種手当支給簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 消防法規及び諸通知文書綴

（その他）

第２１条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成18年２月20日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日から平成19年３月31日までの間における消防団の組織、役員及び任期は、第

３条、第４条第１項及び第５条の規定にかかわらず、合併前の玉穂町消防団、田富町消防団及び豊

富村消防団ごとに、それぞれ合併前の玉穂町消防団の組織等に関する規則（昭和42年玉穂町規則第

１号）、田富町消防団の組織等に関する規則（昭和48年田富町規則第１号）又は豊富村消防団の組

織等に関する規則（昭和55年豊富村規則第７号）の規定によるものとする。



446

別表（第３条関係）

分 団 及 び 部 の 担 当 区 域

分 団 名 部 担 当 区 域（自 治 会 名）

第１部 井之口１、井之口２

第２部 西新居、中楯、上成島

第３部 宿成島、新成島、下成島１、下成島２

第４部 極楽寺、高橋

第５部 乙黒

玉穂第１分団

第６部 新城

第11部 下河東・東、下河東・西

第７部 下河東・下

第８部 町之田、一町畑

第９部 上三條

第10部 下三條１、下三條２

玉穂第２分団

第12部 若宮

第１部 鍛冶新居

第２部 山之神

第３部 布施第３、宮北

第４部 布施第４

第５部 布施第５

田富第１分団

第13部 リバーサイド第１、リバーサイド第２、リバーサイド第３

第６部 臼井阿原第１、臼井阿原第２

第７部 西花輪第１、西花輪第２、新道、釜無

第８部 東花輪第１、東花輪第２、東花輪第３、桜、清川
田富第２分団

第12部 新町第１、新町第２、東

第９部 大田和

第10部 藤巻、飛石

第11部 今福、今福新田
田富第３分団

第14部 山王第１、山王第２、山王第３

第１部 高部
豊富第１分団

第２部 浅利

第３部
豊富第２分団

第４部
大鳥居、久保団地

第５部 関原
豊富第３分団

第６部 木原

様式 略
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○山梨県災害救助法施行細則（別表）

最近改正 平成22年６月22日規則第28号

第１ 救助の程度、方法及び期間

１ 収容施設の供与

(1) 避難所

ア 避難所に収容することができる者は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのあ

る者とする。

イ 避難所は、学校、公民館等既存の建物を利用して開設することを原則とする。ただし、適

当な建物が得難いときは、野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営により開設することがで

きる。

ウ 避難所を設置するために支出することができる費用は、避難所の設置、維持及び管理のた

めの賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入

費、光熱水費及び仮設便所等の設置費とし、１人１日当たり300円以内の額とする。ただ

し、高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であって、避難所での生活において特

別な配慮を必要とするものを収容する福祉避難所を設置した場合は、特別な配慮のために必

要な当該地域における通常の実費を加算することができる。

エ 避難所の設置が冬季（10月から３月まで）の場合は、別に定める額を前項の額に加算す

る。

オ 避難所を開設することができる期間は、災害発生の日から７日以内とする。

(2) 応急仮設住宅等

ア 応急仮設住宅に収容することができる者は、住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家

がない者であって、みずからの資力では住宅を得ることができないものとする。

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、29.7平方メートルを基準とし、その設置のため支出

できる費用は、2,387,000円以内とする。

ウ 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住

者の集会等に利用するための施設を設置できる。この場合の１施設当たりの規模及びその設

置のために支出できる費用は、イにかかわらず知事が別に定める。

エ 高齢者であって、日常の生活上特別な配慮を要するものを数人以上収容し、老人居宅介護

等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設（以下「福祉仮設住宅」という。）を応

急仮設住宅として設置できる。

オ 応急仮設住宅の設置は、災害発生の日から20日以内に着工し、すみやかに工事を完成しな

ければならない。

カ 応急仮設住宅を供与することができる期間は、建築工事が完了した日から２年以内とし、

これを処分しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

キ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを実施し、これに収容することが

できる。

２ たき出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
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(1) たき出しその他による食品の給与

ア たき出しその他による食品の給与は、避難所に収容された者、住家に被害を受けて炊事の

できない者及び住家に被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者に対して行なう。

イ たき出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるもの

とする。

ウ たき出しその他による食品の給与を実施するため支出することができる費用は、主食、副

食、燃料等の経費とし、１人１日当たり1,010円以内とする。

エ たき出しその他による食品の給与を実施することができる期間は、災害発生の日から７日

以内とする。ただし、被災者が一時縁故地等へ避難する場合においては、この期間内に３日

分以内を現物により支給することができる。

(2) 飲料水の供給

ア 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行なう。

イ 飲料水の供給を実施するため支出することができる費用は、水の購入費のほか、給水及び

浄水に必要な機械及び器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地

域の通常の実費とする。

ウ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から7日以内とする。

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(1) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は

床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含

む。）若しくは船舶の遭難等により生活上必要な被服、寝具その他日用品等をそう失又はき損

し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行なう。

(2) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内

において現物をもって行なう。

ア 被服、寝具及び身のまわり品

イ 日用品

ウ 炊事用具及び食品

エ 光熱材料

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出することのできる費用は、季別及び

世帯区分により１世帯当たり次の額の範囲内とする。

ア 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

世帯区分

季別

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯

６人以上１人

増すごとに加

算する額

夏季
４月から

９月まで
17,300円 22,300円 32,800円 39,300円 49,800円 7,300円

冬季
10月から

３月まで
28,600円 37,000円 51,600円 60,400円 75,900円 10,400円

イ 住家の半壊、半焼又は床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない

状態となったものを含む。）により被害を受けた世帯
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世帯区分

季別

１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯

６人以上１人

増すごとに加

算する額

夏季
４月から

９月まで
5,600円 7,600円 11,400円 13,800円 17,500円 2,400円

冬季
10月から

３月まで
9,100円 12,000円 16,900円 20,000円 25,400円 3,300円

(4) ３の(3)の季別区分は、災害発生の日をもって決定する。

(5) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を実施することができる期間は、災害発生の日

から10日以内とする。

４ 医療及び助産

(1) 医療

ア 医療は災害のため医療のみちを失った者に対して、応急的に処置するものとし、救護班に

よって行う。ただし、急迫した事情がありやむを得ない場合には、病院又は診療所（あん摩

マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）に規定する

あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師及び柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に

規定する柔道整復師（以下「施術者」という。）を含む。）において医療（施術者が行なうこ

とのできる範囲の施術を含む。）を行なうことができる。

イ 医療は、次の範囲内において行なう。

(ア) 診療

(イ) 薬剤又は治療材料の支給

(ウ) 処置、手術その他の治療及び施術

(エ) 病院又は診療所への収容

(オ) 看護

ウ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は、使用した薬剤、治療材料及び破損し

た医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の

額以内とし、施術者による場合は、協定料金の額以内とする。

エ 医療を実施することができる期間は、災害発生の日から14日以内とする。

(2) 助産

ア 助産は、災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者であって、災害のため助産の

方法を失った者に対して行なう。

イ 助産は、次の範囲内において行なう。

(ア) 分べんの介助

(イ) 分べん前及び分べん後の処置

(ウ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

ウ 助産のため支出することができる費用は、救護班等による場合は、使用した衛生材料等の

実費とし、助産師による場合は、慣行料金の２割引以内の額とすること。

エ 助産を実施することのできる期間は、分べんした日から７日以内とする。

５ 災害にかかった者の救出
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(1) 災害にかかった者の救出は、災害のため現に生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明

の状態にある者を捜索し、救出するものとする。

(2) 災害にかかった者の救出のために支出することができる費用は、舟艇その他救出のための機

械器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とす

る。

(3) 災害にかかった者の救出を実施することができる期間は、災害発生の日から３日以内とす

る。

６ 災害にかかった住宅の応急修理

(1) 住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊し、若しくは半焼し、みずからの資力では応急修

理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に

住家が半壊したに対して行なう。

(2) 住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し現物をもっ

て行うものとし、その修理のために支出することができる費用は、１世帯当たり500,000円以

内とする。

(3) 住宅の応急修理は、災害発生の日から１箇月以内に完了しなければならない。

７ 生業に必要な資金の貸与

(1) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失った

世帯に対して行なう。

(2) 生業に必要な資金の貸与は、生業を営むために必要な機械器具又は資材等を購入するための

費用に充てるものであって、生業の見込みの確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者

に対して行なう。

(3) 生業に必要な資金を貸与することができる金額は、次の範囲内の額とする。

ア 生 業 費 １件当たり 30,000円

イ 就職支度金 １件当たり 15,000円

(4) 生業に必要な資金は、次に掲げる条件により貸与する。

ア 貸与期間 ２年以内

イ 利 子 無利子

(5) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から１箇月以内に完了しなければならない。

８ 学用品の給与

(1) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により、学用品を喪失

し、又はき損し、就学上支障のある小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。以下同

じ。）、中学校生徒（中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同

じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学

校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学

校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。）に対して行なう。

(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行な

う。

ア 教科書

イ 文房具
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ウ 通学用品

(3) 学用品の給与のため支出することができる費用は、次に掲げる額の範囲内とする。

ア 教科書代

(ア) 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132

号）第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出て、又

はその承認を受けて使用するものを給与するための実費

(イ) 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費

イ 文房具費及び通学用品費

(ア) 小学校児童 １人当たり4,100円

(イ) 中学校生徒 １人当たり4,400円

(ウ) 高等学校等生徒 １人当たり4,800円

(4) 学用品を給与することができる期間は、災害発生の日から教科書については、１箇月以内そ

の他の学用品については、15日以内とする。

９ 埋葬

(1) 埋葬は、災害の際死亡した者について死体の応急的処理程度のものを行なう。

(2) 埋葬は、次の範囲内においてなるべき棺又は棺材等の現物をもって実際に埋葬を実施する者

に支給する。

ア 棺（附属品を含む。）

イ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。）

ウ 骨つぼ及び骨箱

(3) 埋葬のため支出することができる費用は、１体当たり大人201,000円以内、小人160,800円以

内とする。

(4) 埋葬は災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。

10 死体の捜索

(1) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によりすでに死亡

していると推定される者に対して行なう。

(2) 死体の捜索のため支出することができる費用は、舟艇その他捜索のための機械器具等の借上

費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

(3) 死体の捜索をすることができる期間は災害発生の日から10日以内とする。

11 死体の処理

(1) 死体の処理は、災害の際死亡したものについて死体に関する処理（埋葬を除く。）を行な

う。

(2) 死体の処理は、次の範囲内において行なう。

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

イ 死体の一時保存

ウ 検案

(3) 検案は、原則として救護班によって行なう。

(4) 死体の処理のため支出することができる費用は、次に掲げる額の範囲内とする。

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、１体当たり3,300円以内とする。
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イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存の建物を利用する場合

は、当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は、１体当

たり5,000円以内とする。ただし、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要

な場合は、当該地域における通常の実費を加算することができる。

ウ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。

エ 死体の処理をすることができる期間は、災害発生の日から10日以内とする。

12 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして

いるもの（以下「障害物」という。）の除去

(1) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運び

こまれているため、一時的に居住できない状態にあり、かつみずからの資力をもってしては、

当該障害物を除去することができない者に対して行なう。

(2) 障害物の除去のため支出することができる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要

な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費とし、１世帯当たり134,200

円以内とする。

(3) 障害物の除去のできる期間は、災害発生の日から10日以内とする。

13 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

(1) 救助のため輸送費及び賃金職員等雇上費として支出することができる範囲は、次に掲げる場

合とする。

ア 被災者の避難

イ 医療及び助産

ウ 災害にかかった者の救出

エ 飲料水の供給

オ 死体の捜索

カ 死体の処理

キ 救済用物資の整理配分

(2) 救助のため支出することができる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の

実費とする。

(3) 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認められる

期間以内とする。

第２ 実費弁償

令第11条の規定による実費弁償のために支出することができる費用は、次に掲げる限度を超える

ことができない。

１ 令第10条第１号から第４号までに規定する者

(1) 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり 22,400円

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士 １人１日当たり 15,700円

ウ 保健師、助産師、看護師、准看護師及び歯科衛生士 １人１日当たり 14,600円

エ 救急救命士 １人１日当たり 15,800円

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり 16,900円
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カ 大工 １人１日当たり 17,900円

キ 左官 １人１日当たり 17,000円

ク とび職 １人１日当たり 16,700円

(2) 時間外勤務手当

職種ごとに(1)のアからクまでに定める日当額を基礎とし、一般職の職員との均衡を考慮し

て算定した額

(3) 旅費

一般職の職員の旅費の例による。

２ 令第10条第５号から第10号までに規定する者

当該業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料として、その100分の３の額を

加算した額


